
創業にはどんな手続きが必要？

何から準備を始めたらいいか分からない

女性向け創業相談会

北九州地域中小企業支援協議会では

創業を目指す女性や、創業して間もない女性を対象とした

相談会を開催しています

北九州地域中小企業支援協議会
（福岡県北九州中小企業振興事務所）

TEL：093-512-1540
FAX：093-512-1541

ﾒｰﾙ：
kitakyu-sm@pref.fukuoka.lg.jp

〒802-0082
北九州市小倉北区古船場町1-35

（北九州市立商工貿易会館6F）

【申し込み・問い合せ先】

事前予約制
無料

□□創業に関するお悩みや疑問を、お気軽にご相談ください□□

創業できるか不安

平成３１年度 開催日程・会場

開催日 曜 会　　場 開催日 曜 会　　場

4月18日 木 北九州中小企業振興事務所 10月23日 水 北九州中小企業振興事務所

5月16日 木 北九州中小企業振興事務所 11月21日 木 北九州中小企業振興事務所

6月13日 木 中間商工会議所 12月20日 金 中間商工会議所

7月12日 金 北九州中小企業振興事務所 1月24日 金 北九州中小企業振興事務所

8月26日 月 北九州中小企業振興事務所 2月20日 木 北九州中小企業振興事務所

9月20日 金 行橋商工会議所 3月25日 水 行橋商工会議所

相談時間区分

①    　９時３０分～１０時３０分
②    １１時００分～１２時００分
③    １３時３０分～１４時３０分
④    １５時００分～１６時００分



送信先 福岡県北九州中小企業振興事務所　宛
担当者　　宮木

FAX：０９３－５１２－１５４１
Email：kitakyu-sm@pref.fukuoka.lg.jp

　太枠内をご記入の上、FAXまたはメールでお申し込みください。

①    ９時３０分～１０時３０分

②    １１時００分～１２時００分 第１希望時間帯
③    １３時３０分～１４時３０分 第２希望時間帯
④    １５時００分～１６時００分 第３希望時間帯

□支援機関（　　　　　　　　　　　　　）からの紹介　　□その他（　　　　　　　　　　　　）

（具体的に）

① 前日に事務局（福岡県北九州中小企業振興事務所）から相談日時の確認の連絡をします。

確認方法をお選びください。

　　□　電話　　　□　メール　　　□　その他

② 相談会後、3か月後、６か月後に事務局から相談後の状況（準備の進捗や課題など）を

お尋ねします。確認方法をお選びください。

　　□　郵便　　　□　電話　　　　□　メール　　　□　その他

③ 事務局からメールで創業支援施策（セミナー、イベント等）を案内してよろしいですか。

　　□　可　　　　□　不可

※

<相談内容>
　資金調達　　　販路拡大　　　事業計画　　　ノウハウ・技術習得　　　PR方法　　　起業手続
　商品開発・改良　　人材確保　　　税務・法務　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

<対応>
　他機関、施策の紹介（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　アドバイス事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３か月後

相談したい内容

※創業に関することであれば、御相談はどんな事でも構いません。概要をご記入ください。

　

相談後について
（チェックをお願

いします）

■事務局使用欄

相談当日

本申込書に記入いただいた個人情報は、本相談会の運営及び統計情報としてのみ使用し厳正に管理します。

業種
卸売・小売業　　製造業　　建設業　　運輸業

サービス業　　飲食・宿泊業　　不動産業　　情報通信業

創業予定地
（市町村）

創業（予定）時期 　平成　　年　　月頃　・　未定

携帯電話 メールアドレス

申込みのきっかけ

相談者の年代 ３０代まで　　・　　４０代　　・　　５０代　　・　　６０代以上

フリガナ
住所

氏　　名

女性向け創業相談会申込書

相談希望日時

平成　　　年　　　月　　　日 左記の希望時間帯の番号を
記入して下さい。



６か月後


